
 

広尾町ボランティアセンター連絡協議会規約  
 
（名称および事務所） 
第１条 この会は、広尾町ボランティアセンター連絡協議会（以下「本会」と

いう）と称し、事務所を広尾町社会福祉協議会に置く。  
 
（目 的） 
第２条 本会は、町内のボランティア団体等の持つ固有の活動を尊重しながら、

ボランティア団体等が行う事業や活動内容を交流し、相互に連携を保ちなが

ら連絡調整を図り、町内のボランティア活動の推進を図ることを目的とする。 
 
（会員および組織） 
第３条 本会は、ボランティア活動の推進に関係する団体並びに有志ボランテ

ィアで組織する。 
 
（事 業） 
第４条 本会は、第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
  （１）ボランティア活動に関する情報の交換 
  （２）ボランティア活動に関する研修等の開催 
  （３）ボランティア活動推進のための調査、研究、開発 
  （４）ボランティア活動の相互協力 
  （５）その他、本会の目的達成に必要な事業 
 
（役 員） 
第５条 本会に次の役員を置く。 
 会 長 １名 
 副会長 １名  
 理 事 若干名 
 ２ 前項の役員は総会において選出する。 
 
（役員の任期） 
第６条 役員の任期は２年とする。但し再任は妨げない。 
２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 



（役員の職務） 
第７条 会長は本会を代表し、会務を総理する。 
２ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。 
３ 会長事故あるときの代理者は、あらかじめ会長の指名した順によるものと

する。 
 
（会 議） 
第８条 本会の会議は、定期総会および臨時総会、役員会とする。 
２ 会議は会長が召集し議長となる。 
３ 定期総会は毎年１回開催し、臨時総会および役員会は会長が必要と認めた

ときにこれを開く。 
４ 総会に附議すべき事項は次のとおりとする。 
 （１）規約の制定および改廃 
 （２）事業計画および事業報告 
 （３）役員の選出 
 （４）その他重要な事項 
 
（事業年度） 
第９条 本会の事業年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 
（委 任） 
第１０条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は 

会長が定める。 
 
 附 則 
この規約は、平成１７年 ２月 ４日から施行する。 
この規約は、平成２８年 ６月１７日から施行する。 
この規約は、平成３０年 ７月１１日から施行する。 
この規約は、令和 ４年  ８月 ２日から執行する。 


